
川崎市社会福祉法人による利用者負担軽減等事業実施要綱 

 

  平成１２年４月１日 

１２川健介保第８９号 

市  長  決  裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得者で生計

が困難である者等の利用者負担額の軽減（以下「軽減」という。）を行ったとき、そ

の軽減の一部を市が助成すること等により、低所得者の生活の安定を図り、もって介

護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。 

（軽減の対象者） 

第２条 市は、介護保険料を滞納していない市民税世帯非課税で、次の各号に該当する

者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難

と認めた者及び生活保護受給者（以下「軽減対象者」という。）に対して、軽減を実

施する。ただし、当該軽減対象者が介護保険法施行令第２２条の２の２第９項又は第

２９条の２の２第９項に該当し（老齢福祉年金の受給者を除く。）、かつ定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

設サービス、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスのいずれかのみ利用してい

る場合は、軽減の対象としない。 

（１）次の要件を全て満たす生計困難者 

 ア 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算

した額以下であること 

 イ 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円

を加算した額以下であること 

 ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

 エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

（２）次の要件のいずれかを満たす生計困難者（以下「生活困窮者」という。） 

ア 生活保護基準以下で生活している者であり、かつ、預貯金等の額が単身世帯で

３００万円、世帯員が１人増えるごとに１５０万円を加算した額以下であるもの。

なお、この場合の世帯とは同一生計の実世帯をいう。 

 イ 平成２５年８月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない

者であって、平成２５年７月３１日時点において、同号アに基づく軽減を受けて

いた者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

ウ 平成２６年４月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない

者であって、平成２６年３月３１日時点において、同号アに基づく軽減を受けて

いた者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

エ 平成２７年４月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない



者であって、平成２７年３月３１日時点において、同号アに基づく軽減を受けて

いた者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

オ 平成３０年１０月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しな

い者であって、平成３０年９月３０日時点において、同号アに基づく軽減を受け

ていた者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

カ 令和元年１０月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない

者であって、令和元年９月３０日時点において、同号アに基づく軽減を受けてい

た者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

キ 令和２年１０月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、同号アに該当しない

者であって、令和２年９月３０日時点において、同号アに基づく軽減を受けてい

た者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

（３）平成２５年８月１日、平成２６年４月１日、平成２７年４月１日、平成３０年１

０月１日、令和元年１０月１日又は令和２年１０月１日施行の生活扶助基準等の改

正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において同条に定める生活

保護受給者に対する軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により居住

費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き同条第１号の要件に該当する者 

（軽減の内容） 

第３条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介

護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事

業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所

介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）に係る利用者

負担額並びに食費、居住費（滞在費）及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、

生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対

象とする。 

２ 軽減の程度は、次の各号に定める額の４分の１（老齢福祉年金受給者及び生活困窮

者は２分の１）を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については利

用者負担額の全額、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を利用中の者に係る軽減の程度は、次の各号に定める額の４分の１とする。 

（１）前項に定めるサービスのうち厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

の１００分の１０に相当する額 

（２）法の規定により定められた食費、居住費（滞在費）及び宿泊費に係る利用者負担

額（ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介

護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費（滞在費）

については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護



予防サービス費が支給されている場合に限る。） 

３ 第２条第３号の対象者は、前項第１号に定める額、法の規定により定められた食費

に係る利用者負担額については４分の１、個室の居住費に係る利用者負担額について

は全額を軽減の対象とする。 

４ 軽減の期間は、当該年度の８月１日から翌年の７月末までの１年間を基本とする。

なお、当該期間中に軽減に該当した場合は、当該日の属する月の初日より翌７月末ま

でとする。 

５ 生活困窮者において、軽減対象期間の途中で介護福祉施設サービス及び地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護の利用を開始または終了した場合、第３条第２項に

定める軽減の程度について、次の各号に定めるとおり取り扱う。 

（１）介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用を

開始した場合、当該月の翌月以降、第３条第２項各号に定める額の４分の１を原則と

して、免除は行わない。 

（２）介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用を

終了した場合、当該月の初日に遡って、第３条第３項各号に定める額の２分の１を原

則として、免除は行わない。 

（事業主体） 

第４条 利用者負担軽減事業の対象となる事業主体は、法に基づく指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密

着型介護予防サービス又は第一号事業を実施する事業所を有し、川崎市の被保険者に

対して前条に規定するサービスを実施する社会福祉法人とする。 

（軽減の実施） 

第５条 軽減は、次により実施する。 

（１）社会福祉法人の申出 

 市の区域内に所在する事業所において利用者負担の軽減を行おうとする社会福

祉法人は、別紙様式１の「社会福祉法人による利用者負担軽減申出書」により、神

奈川県知事及び市長に申出を行う。市の区域外に所在する事業所において利用者負

担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、別紙様式１により市長に申出を行うほか、

当該事業所の所在する市区町村における本条に相当する規定に基づき、当該事業所

の所在する都道府県知事及び市区町村長に申出を行う。 

（２）軽減対象者の申請 

社会福祉法人による軽減を希望する軽減対象者は、別紙様式２の「社会福祉法人

等利用者負担軽減対象確認申請書」により、区長に申請する。 

（３）決定通知書及び確認証の交付 

区長は、軽減対象者の申請に基づき、軽減の必要を認めたときは、別紙様式３の

「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」（以下、「決定通知書」という。）、

別紙様式４及び別紙様式５の「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」（以下「確



認証」という。）を交付する。 

また、第２条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、決定通知書により通

知する。 

（４）軽減の実施 

申出をした社会福祉法人は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施

する。 

（助成の申請） 

第６条 この要綱による軽減を行った社会福祉法人は、別紙様式６の「社会福祉法人に

よる利用者負担軽減に対する助成金申請書」及び別紙様式７の「利用者負担軽減を実

施した社会福祉法人に対する助成金実績報告書」により、各年度末に対象者数及び軽

減実施額並びに当該サービスにおける利用者負担金収入見込額を記載し、市長に助成

金の申請を行うものとする。 

（助成額の範囲） 

第７条 市長は、前条の申請を受けた場合、軽減した総額のうち、法人の本来受領すべ

き利用者負担収入（軽減対象となるものに限る。）の１％を超えた部分の２分の１を

上限に助成を行うものとする。ただし、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介

護老人福祉施設については、本来受領すべき利用者負担総額の１０％を超えて当該事

業における軽減を実施した場合は、その超える部分の全額を助成するものとする。 

なお、この助成額の算定については、事業所（施設）を単位として行うこととする。 

２ 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉

法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することが

できるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第２条～第５条のとおり

とする。 

（交付決定） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請を受けたときは、第７条の規定に基づき助成

額を決定し、その旨を別紙様式８の「社会福祉法人利用者負担軽減に対する助成金交

付決定書」により通知する。 

（生活困窮者減免の特例） 

第９条 市長は、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を利用中の者を除き、第２条第２号に規定する生活困窮者であって特に必要と認め

る場合は、第３条から第５条に規定する社会福祉法人の軽減のほか、次により、減額・

免除を行うことができる。ただし、この規定は、生活保護を受給する権利を阻害する

ことがないよう留意して運用するものとする。 

２ 生活困窮者減免の記載 

区長は、生活困窮者と認める場合は、確認証を交付する際に、確認証の所定欄に「生

活困窮者減免」の対象者である旨の記載をするものとする。 

３ 生活困窮者減免の額 



（１）１か月の介護保険サービスに係る利用者負担額（食費及び居住費（滞在費）並び

に日常生活費は除く。）が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額以上

のときは、その上限額の半額を利用者負担額から差し引いた額を助成する。 

（２）食費及び居住費（滞在費）の額（以下「食費等負担額」という。）が、負担限度

額区分で定める最も低い所得区分の額を超える場合は、その最も低い所得区分の負

担額の半額に、利用日数を乗じた額を食費等負担額から差し引いた額を助成する。

ただし、法で定める特定入所者介護（予防）サービス費の対象とならないものにつ

いては減免の対象としない。 

 

（３）１か月の利用者負担額（食費及び居住費（滞在費）並びに日常生活費は除く。）

が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の上限額未満のときは、１か月の利用

者負担額の半額に相当する額とする。 

（４）食費等負担額が、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の負担額以下のとき

は、その半額に、利用日数を乗じた額を助成する。 

（５）市長は、特別の理由があると認める場合には、期間を定めて、同項第１号、第２

号の利用者負担額を、さらに減額・免除することができる。 

４ 生活困窮者減免の期間 

生活困窮者減免の期間は、前項第５号の場合を除いて、確認証の有効期間に準ずる。

但し、生活困窮の状態が変更した場合には、その旨を速やかに届出るものとする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第１０条 市長は、当該要綱において書面等により行うこととしているものについて

は、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのない事項は、健康福祉局長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（１５川健介保第３９８号・健康福祉局長専決） 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（１５川健介保第１３９９号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（１７川健介保第８３６号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正以前に交付された確認証の取扱いは、従前の例による。 

附 則（１８川健介保第２７６号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正以前に交付された確認証の取扱いは、従前の例による。 

附 則（２１川健介保第８４７号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（平成２１年４月の介護報酬改定に伴う特例措置） 

２ 第３条（１）の額に限り、同条中「４分の１」とあるのを「２８％」、「２分の１」

とあるのを「５３％」と読み替えるものとする。 

 （平成２１年４月の介護報酬改定に伴う特例措置の実施期間） 

３ 平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までとする。 

附 則（２３川健介保第４９４号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正以前に交付された確認証の取扱いは、従前の例による。 

附 則（２４川健介保第６５８号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成２４年８月６日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（２５川健介保第５８６号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成２５年５月７日から施行する。 

附 則（２５川健介保第６２２号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（２５川健介保第２１０４号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（２７川健介保第２１２号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１０日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行以前に決定された軽減の期間について、「平成２７年６月末まで」

となっている場合は、「平成２７年７月末まで」と読み替えるものとする。 

附 則（２７川健介保第１０７８号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則（３０川健介保第５２５号・長寿社会部長専決） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（３０川健介保第７０６号・長寿社会部長専決） 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（３１川健介保第４７８号・長寿社会部長専決） 



この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則（３１川健介保第９２５号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（２川健介保第９９９号・健康福祉局長専決） 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（２川健介保第１２６３号・長寿社会部長専決） 

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則（３川健介保第１０９号・長寿社会部長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を修正した上で、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（５川健介保第１９７号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を修正した上で、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（５川健介保第１１２８号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年２月２日（決裁日）から施行し、令和６年１月１日から適用

する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を修正した上で、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（６川健介保第９４７号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年２月１８日から施行する。 

附 則（７川健介保第１６５６号・健康福祉局長専決） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月１０日（決裁日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を修正した上で、引き続きこれを使用することができる。 

３ 改正前の要綱の規定により交付した帳票は、それぞれの有効期限が満了するまでの

間、改正後の要綱の規定により交付した帳票とみなす。 



様式１ 

社会福祉法人による利用者負担軽減申出書 

（社会福祉法人による利用者負担の軽減措置） 
 
 （あて先） 
 
社会福祉法人による利用者負担の軽減をつぎのとおり実施するので申し出ます。 
    

 申 請 日  

申 
 

請 
 

者 

フリガナ  

名  称                              

主たる事務所の 
所在地 

 

連 絡 先 電話番号  FAX 番号  

代表者の職・氏名  職 名  
 

フリガナ  
氏 名  

軽
減
実
施
予
定
施
設 

事業所の名称 所  在  地 実 施 事 業 の 種 類 

   

   

   

   

   

   

   



様式２ 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 
フリガナ   

申請日  

被保険者氏名  

被保険者番号   

生年月日  

 住所                       

〒   電話番号 

  

利用者負担額

減額・免除申

請事由 

  

  

  

  

  
氏名 生年月日 

生計中心者に○を

つけてください 

世

帯

構

成 

世帯主       

世帯員 

      

      

      

（宛先）川崎市    区長   

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の申請をします。 

  住所 〒 

申請者       

  氏名   電話番号   

       本人との関係   

保険者記入欄 
受付年月日   決定年月日  交付年月日  

確認事項 

□ 要綱第 2 条第 1 号（ □ 老齢福祉年金受給 □ 境界層 □ その他 ） 
□ 要綱第 2 条第 2 号  
□ 要綱第 2 条第 3 号 
□ 生活保護受給者 

決  定 □該当（生活困窮者減免の特例 □無 □有（□減額 □特認減免））□非該当 

確認番号  

有効期間    年  月  日から    年  月  日 軽減率 25・50・100 

（備 考） 



様式３ 
 
 
 
 

番     号 
  年  月  日 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 
 

                               川崎市   区長 
 
 

先に申請のありました社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請について、次のとおり決定しまし

たので通知します。 

被保険者氏名   

被保険者番号                      

 

決定年月日     

決 定 事 項 

認
定
す
る 

適用年月日 （認定内容）   

有効期限 利用者負担の減額割合   

確認番号 

  

認
定
し
な
い 

理由 

  

  

  

 
 この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、市長に対して審査請求をすることができ

ます。この決定の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」といいます。）は、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表者となります。）提起することができます。なお、取消訴訟は、前記の

審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３月を経過して

も裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を

経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取消訴訟を提起することができます。



様式４ 
(表)   (裏) 
  

  

 

注
意
事
項 

 
一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
出
し
て 

く
だ
さ
い
。 

 

二 
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
定
期
巡
回
・ 

 

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症 

 

対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者 

 

生
活
介
護
、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、 

 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
並
び
に 

 

第
一
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
の 

 

う
ち
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
事
業
で
す
。 

 

三 

こ
の
確
認
証
は
都
道
府
県
及
び
市
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事
業
所
の
み
有
効
で
す
。 

 

四 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
利
用
者
負
担
額
（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て 

は
食
費
及
び
居
住
費
（
滞
在
費
）
及
び
宿
泊
費
に
限
る
）
が
、
前
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
軽
減 

割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

 

五 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
措
置
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は 

軽
減
確
認
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。、 

ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

六 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、 

市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

七 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
も
の
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

  
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 
  

交付年月日                       

被

保

険

者 

番 号   

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  
 

適用年月日 から 
有 効 期 限 まで 

確 認 番 号  
軽 減 割 合 給付率             ／100 

生活困窮の特例  

保険者番号 
並びに保険 
者の名称及 
び印 

 



様式５ 
(表)   (裏) 
  

  

 

注
意
事
項 

 
一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に 

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

二 
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型 

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期 

入
所
生
活
介
護
で
す
。 

 

三 

こ
の
確
認
証
は
都
道
府
県
及
び
市
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事
業
所
の
み
有
効
で
す
。 

 

四 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
、
前
面
に
記
載
さ
れ 

て
い
る
軽
減
割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

 

五 

生
活
保
護
受
給
者
・
支
援
給
付
受
給
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
今
後
、
前
記
の 

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
に
返
し 

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

六 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証 

を
添
え
て
、
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

七 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
も
の
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分 

 

を
受
け
ま
す
。 

 
 

  
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 
  

                  （生活保護受給者用） 
交付年月日 

被

保

険

者 

番 号   

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日  
 

適用年月日 から 
有 効 期 限 まで 

確 認 番 号  
軽 減 割 合 （居住費・滞在費）        ／100 

  

保険者番号 
並びに保険 
者の名称及 
び印 

 



様式６ 
 

社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成金申請書 
 

                               番     号 
                               年  月  日 

川 崎 市 長 
 
                 申請者 法 人 名 
                     所 在 地 
                     代表者職・氏名                 

 
 

要綱第６条の規定に基づいて、次のとおり助成金を申請します。 
 
１ 助成事業の目的及び内容 
 
 
 
２ 助成金申請額 
 
 
 
３ 添付書類 

（１） 事業計画書 
（２） 補助事業に係る収支予算書 
（３） 社会福祉法人による軽減に係る調査様式１号～様式１５号 
（４） 介護給付費請求書 様式第一の写し 
（５） （介護予防）介護給付費請求明細書 

 
 
 
 
 
 



様式７ 
 

利用者負担軽減を実施した社会福祉法人に対する助成金実績報告書 
                                 番     号 

  年  月  日 
 
 
（あて先）川崎市長 
 
                 申請者 法 人 名 
                     所 在 地 
                     代表者職・氏名                 

 
 

  年  月  日付け  川健介保第   号をもって交付決定を受けた介護保険サービス

の提供を受けた軽減対象者に対する利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人助成金について、次のと

おり関係書類を添付して報告します。 
 
 
添付書類 
（１） 社会福祉法人による軽減に係る調査様式１号～様式１５号 
（２） 介護給付費請求書 様式第一の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式８ 
 

社会福祉法人利用者負担軽減に対する助成金交付決定書 
 

年  月  日 
 
（申請法人代表者名） 
                  様 
 

川崎市長         印    
 

 
     年 月  日付けで申請のあった社会福祉法人利用者負担軽減に対する助成金について、川

崎市社会福祉法人による利用者負担軽減事業実施要綱に基づき、次の条件を付けて金     円を交

付します。 
 
１ この助成金は、利用者負担軽減の経費に使用し、他の経費に流用しない。 
 
２ 助成金の使途は明確にするとともに、必要に応じて川崎市の監査を受けるものとすること。 
 
３ 偽りその他の不正な手続きで助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額又は一部を返還させるも

のとする。 
 
４ この助成金に関する事業実施報告は、その年度終了後１ヶ月以内に市長あて報告するものとする。 
 
５ 助成金の交付時期及び金額 
      年  月        円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


